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（４）対象事業  

本交付金は、「地域における外国人の受入れ環境整備を促進し、多文化共生

社会の実現に資する」（（２）にて既述）という目的を実現するために行われ

る一元的相談窓口体制の設置・拡充に係る事業（以下「整備事業」という。）

及び一元的相談窓口体制の運営に係る事業（以下「運営事業」という。）で、

交付対象がその経費の全部又は一部を負担する経費を交付の対象とします（以

下「整備事業」と「運営事業」を合わせて「交付金事業」という。）。各事業

の主な対象経費については、後記「（８）交付対象経費（P．１７）」で御説

明します。 

 出入国在留管理庁では、外国人受入環境整備交付金を活用した地方公共団体か

ら報告していただいている相談件数等を基に、毎年、一元的相談窓口の現況を出

入国在留管理庁ホームページで公表しています。 

 現況の内容としては、①交付決定状況、②一元的相談窓口の設置状況、③一元

的相談窓口における相談実施状況 の３つの情報に加え、参考資料として外国人

受入環境整備交付金を活用した一元的相談窓口一覧についても掲載しています。

 

■外国人受入環境整備交付金のページ 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/
materials/nyuukokukanri02_00039.ht
ml 

【資料のリンク先】 

■令和５年度外国人受入環境整備交付金を活用した地方

公共団体における一元的相談窓口の現況について 

（令和６年９月 出入国在留管理庁在留支援課公表） 

 https://www.moj.go.jp/isa/content/0
01423857.pdf 

一元的相談窓口の現況について 
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